
令和４年度 第１回江東区地域包括ケア全体会議 次第 

 

 
 
１ 日 程 
 令和４年１１月８日（火）江東区文化センター３階第４・５研修室 
 
 
２ 議 題 

（１）部会からの報告 
  ・在宅医療連携部会 
  ・認知症部会 
  ・障害児＜者＞の医療・福祉サービス部会 
  ・生活支援部会 
  ・情報共有部会 
（２）多職種連携・住民主体の取組報告 
（３）江東区地域包括ケア全体会議要綱制定について 
（４）江東区地域ケア会議運営要項の改定について 
（５）長寿サポートセンターの周知について 
（６）認知症検診事業の実施について 
（７）地域福祉計画の策定について 
（８）その他連絡事項 
 
 
３ 配付資料 

資料１ 各部会報告 

資料２ 多職種連携の取組事例・住民主体の取組事例 
資料３ 江東区地域包括ケア全体会議要綱 
資料４ 江東区地域包括ケア全体会議 
資料５ 江東区地域ケア会議運営要項・地域ケア会議体系図 
資料６ 長寿サポートセンターの周知について 
資料７ 認知症検診事業の実施について 
資料８ 江東区地域福祉計画概要版 
参考  江東区地域包括ケア全体会議 委員名簿 

「地域包括ケアシステムが毎日を支えます」リーフレット 
江東区助け合い活動連絡会活動案内リーフレット 

 
 

 



部 会 部会と取り扱う既存会議体等

在宅医療連携部会 江東区在宅医療連携推進会議

認知症部会 認知症施策推進会議

障害児〈者〉の医
療・福祉サービス
部会

地域自立支援協議会
医療的ケア児支援連携会議
難病対策地域協議会

生活支援部会 下町支え合い会議、高齢者見守り連絡会、高齢者地域見守
り連絡会

情報共有部会 ＩＣＴ準備協議会

各部会報告

資料１
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在宅医療連携部会

会議在宅医療連携推進会議

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

■医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) ■町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 ■民生・児童委員

■訪問介護 □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

年１回開催予定。令和4年度は令和5年1月23日（月）予定
（開催方法は感染状況により検討する）
◆在宅医療連携推進事業の実施報告と、在宅医療連携につ
いての現状把握、課題共有
◆在宅医療連携推進事業の進め方の検討及び意見交換

課
題

①在宅医療をすすめるためのスムーズな連携のあり方
②地域での体制づくり
③区民への周知・啓発

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

事業については感染症の動向を見ながらの対応とする。
①在宅医療の連携のための情報共有、体制づくり
現状課題の再確認、連携シートの活用度などの意見把握

②区民への周知・啓発
令和3年度 医療機関マップ・在宅療養ハンドブック改定
令和4年度 在宅医療シンポジウム

（令和４年10月30日開催予定）
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認知症部会

会議認知症施策推進会議

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) ■柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 ■社会福祉士

■医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) □町会・自治会

■介護支援専門員 □民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

認知症施策推進会議（全2回）

第1回 令和4年7月28日（木）

【内容】令和3年度実績報告

認知症地域支援推進員の活動について

認知症サポーターの地域活動への展開について

第2回 令和5年2月予定

課
題

認知症当事者と家族を支える地域づくりの推進

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

①認知症サポーターを地域で活動する「チームオレン

ジ」につなげるため、サポーター養成講座およびステッ

プアップ研修を実施し、育成と支援を進める。

②認知症の早期発見・早期支援の取り組みとして、令和4

年度より、70歳を対象としたもの忘れ予防健診を実施。
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障害児(者)の医療・福祉サービス部会

会
議地域自立支援協議会

構
成
員(

参
加
は
■)

□医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

□歯科医 ■社会福祉協議会

□薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

□看護師(訪問看護師) □町会・自治会、一般区民

□介護支援専門員 □民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) ■ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 □長寿サポートセンター

開
催
内
容

・相談支援体制について
・専門部会の活動報告及び予定

課
題

・計画相談支援事業者の支援
・関係機関の連携による地域で支える体制の強化
・基幹相談支援センターの設置検討
・障害者福祉センターや児童発達支援センター等の区の

障害者（児）施策における中核施設の役割・機能強化の検討
・重度障害者向けグループホームの整備推進

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

・計画相談事業者支援の機能充実及び地域ネットワークを強化
するため、地域における支援体制の検討を行う。

・各専門部会で集約した地域課題の情報共有及び解決策の検討
を行う。

・上記組織や施設の方向性や素案について検討を行う。
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障害児(者)の医療・福祉サービス部会

会
議医療的ケア児支援連携会議

構
成
員(

参
加
は
■)

予
定

■医師 □柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

□薬剤師 □社会福祉士

■医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師 □町会・自治会、一般区民

□介護支援専門員 □民生・児童委員

■介護福祉士(訪問、通所) □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 □長寿サポートセンター

■その他（特別支援学校
コーディネーター 相談支
援専門員、保育関係等）

開
催
内
容

保健・医療・障害福祉、保育・教育等の関係機関におけ
る相互の緊密な連携を図る。

課
題

①障害児通所施設や医療的ケア児等支援法で地方自治体
の責務とされた施設において、医療的ケア児の受け入れ
が限られ、保護者の負担が過重
②関係機関の連携や情報共有

課
題
解
決
に
向

け
た
取
組

・医療的ケア児支援の現状や家族の福祉ニーズを踏まえ
た事業化の検討。
・関係機関との連携を強化し、情報を共有するための体
制づくりを検討。
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障害児(者)の医療・福祉サービス部会

会
議難病対策地域協議会

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

■歯科医 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) □町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 □民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) ■ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

令和４年12月以降開催予定
難病対策事業の報告及び情報交換
その他

課
題

①難病患者の個々の療養・生活に応じた支援
②難病患者が利用できる制度・サービスの周知

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

・難病医療費助成申請時の面接で個々の療養・生活状況
の確認、利用できる制度の周知
・災害時の備えとして、災害時個別支援計画の策定や自
家発電装置給付事業の推進
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生活支援部会

会
議

下町支え合い会議
高齢者見守り連絡会、高齢者地域見守り連絡会

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(サポート医、かかりつけ医等) □柔道整復師

□歯科医 ■社会福祉協議会

□薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

□看護師(訪問看護師) ■町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 ■民生・児童委員

□介護福祉士(訪問、通所) ■ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職 ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

・「下町支え合い会議」は、多様な関係主体間の情報共
有及び連携推進を図るため、年１回開催予定。
・「高齢者見守り連絡会」は年１回開催予定、「高齢者
地域見守り連絡会」は全８回、地域毎に実施予定。

課
題

①高齢者の活動の場やきっかけづくり
②地域の多様な主体が助け合い活動を行っていくための
機運・醸成

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

①「シニア世代地域活動あと押しセミナー」において地
域活動の説明・相談会を実施した。地域を支える担い手
による活動事例を紹介し、受講生への多様なきっかけづ
くりを図った。
②平成30年度より介護予防・日常生活支援総合事業とし
て本格実施した通所型サービスＢ「ご近所ミニデイ」運
営団体の新規開設を図った。今後も拡充を目指して積極
的にＰＲしていくほか、実施団体の円滑な運営に向けた
支援等を行っている。
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情報共有部会

会
議ＩＣＴ準備協議会

構
成
員(

参
加
は
■)

■医師(担当理事) □柔道整復師

■歯科医師 □社会福祉協議会

■薬剤師 □社会福祉士

□医療ソーシャルワーカー □管理栄養士

■看護師(訪問看護師) □町会・自治会、一般区民

■介護支援専門員 □民生・児童委員

■介護福祉士(訪問、福祉用具) □ＮＰＯ、地域活動団体

□リハビリ職(PT、ST） ■長寿サポートセンター

開
催
内
容

令和4年度はこれまで未実施

課
題

１．多職種からなる関係機関の情報共有について
２．特にICTを利活用した情報共有について

課
題
解
決
に
向
け
た
取
組

会員等関係者から意見を募るとともに、他自治体の事例を研
究するなど、ICTを利活用した新たな取り組みについて検討す
る。
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多職種連携の取組

事例

住民主体の取組

事例

事例１ 江東区助け合い活動連絡会通信

◆多職種連携の取組事例

◆住民主体の取組事例

資料２

事例１ 江東区介護事業者連絡会
事例２ 江東区薬剤師会
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多職種連携の取組

事例１ 江東区介護事業者連絡会

設立の目的

令和４年度活動計画

令和３年度活動報告

介護事業者の窓口は、江東区介護事業者連絡会！

構成員・部会

介護保険サービス等の資質向上、他職種との連携を深め、会員同士が自由に意見交換できる場
の設定と、要介護者・要支援者及びその関係する人々が安心して暮らし続ける地域作りの支援を
行う。

並びに地域包括ケアシステムの構築、総合事業の安定供給を目指し、行政及び各関係団体との
連携を強化し、経営者・管理者・会員への支援に繋がる活動を行う。

江東区介護事業者連絡会は、115法人・238事業所、本体運営委員・監査の15名で構成されて
います。訪問介護部会・通所部会・介護支援専門員部会・施設部会・福祉用具部会の5部会
に分かれて、本体を中心に研修開催や情報提供などに取り組んでいます。また、関係団体や
会議体への参加もしています。

【会議】
・定例運営委員会 月1回 年12回
・江東区介護保険運営協議会 3ヵ月に1回 年4回
・江東区高齢者地域包括ケア計画推進会議 年2回
・地域密着型サービス運営委員会 年2回
・在宅医療連携推進会議 年2回
【交流会/研修会主催】
・他職種ZOOM交流会 2021.10.15
・BCP作成＆次期制度改正に向けて 2022.3.24

【研修会主催】

・「目指せ収益UP！加算の取り方」 2022.9.16
・「アンガーマネジメント」2022.11.17予定
・「リハビリ病院との連携研修」2022.1頃予定
・「カスタマーハラスメント対策」2022.2頃予定
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多職種連携の取組

事例１ 江東区薬剤師会

地域包括ケアシステムの取組

令和４年度活動計画

令和４年度長寿サポートセンターへのアンケート結果

在宅療養中の服薬状況に問題がある患者さんに対して、多職種と連携して服薬管理
等の支援に取り組んでいます。

地域ケア会議への参加

在宅療養中の服薬状況に問題のある患者さんに対し、医師、歯科医師、訪問看護師、ケアマネージャー、介護職
など様々な職種の皆さんと連携して服薬管理等の支援に取り組んでいる。

・残薬等の状況から、適切に服用できているか、適量が処方されているか等を確認し、患者さんへの指導する
とともに、治療方針やケアプランの策定時に活かせるよう医師やケアマネージャー等に情報提供する。

・飲みやすい剤形に変更や、粉砕、一包化など調剤上の工夫を行ったり、医療材料や衛生材料の使用方法の説
明や相談を受けながら適切な材料を提供する。

・抗がん剤や麻薬等の服薬を支援する。

・副作用や認知症等の症状・異変を早期に発見する。

・お薬手帳を有効に活用するよう助言指導する。

・通院困難となった患者さんへの対応、医師や長寿サポートセンターと連携し支援する。

・新型コロナ感染者への医療機関との連携、薬の訪問指導対応。

２０２１年８月より改正薬機法が施行され、特定の機能を有する薬局の都道府県知事認定制度が導入された。認
定薬局には「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」があり、その1つ「地域連携薬局」では、在宅医療へ
の対応や入退院時における医療機関との連携などが実施できる薬局とされ、認定要件の1つとして過去1年間に
おいて地域包括システムの構築に資する会議（地域ケア会議など）への参加があげられている。薬局は地域包括
ケアシステム中で地域密着型の医療・介護そして地域住民の生活支援により深くかかわっていくことが期待され
ているが、まだまだ薬剤師が地域ケア会議に参加できず、役割・連携が十分に発揮できていない。

•地域ケア会議に関して、長寿サポートセンターにアンケートを発信

回答数：18件（長寿サポートセンター２１件中、回答回収率 85.7％）

•令和3年の地域ケア会議の開催回数 17回 うち、薬剤師が参加した回数 3回

•令和4年の開催 開催済 4件 開催予定あり 10件、 未定 4件

•薬剤師の参加あり：１件 参加可能：10件（内容によるも含めて）

•これまでの参加依頼方法： 各センターから直接薬局に依頼 12件 薬剤師会を通じて依頼 1件

•長寿サポートセンターとの協力関係の構築

•日常生活圏域でのかかりつけ機能

•再度長寿サポートセンターへアンケート依頼

•地域を限定してWEBでの講習会を企画している（開催時期未定）

•対象：長寿サポートセンター（亀戸・東陽）・近隣薬局薬剤師

•現況報告とともに、抱えている問題点を話し合い服薬状況等問題があれば改善策の提案

を話し合う。服用方法、剤形等

・ICTを活用し多職種連携を構築する

・区民への情報提供を行うため、個々の薬局でミニ講習会の開催
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江東区地域包括ケア全体会議設置要綱 

令和４年４月１日 

４江福地第９３号 

（設置） 

第１条 江東区における地域包括ケアシステムの実現に当たり、区民、医療、

介護、福祉等の関係者が顔の見える関係づくりを行い、多職種が一体となっ

た連携体制を構築するため、江東区地域包括ケア全体会議（以下「全体会

議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 全体会議は、次の事項を所掌する。 

(1) 区民が安心して住み慣れた地域で生活できる体制づくりに関する事項 

(2) 高齢者をはじめとした区民の在宅生活を支える多職種の協働に関する事

項 

(3) 地域包括ケアシステムの理念等の普及啓発に関する事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（組織) 

第３条 全体会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、別表に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員５０名

以内の者をもって組織する。 

３ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の翌々年度末までとし、再任を

妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（運営） 

第５条 会長は、全体会議を招集し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

３ 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 

1
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４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他

の方法で意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 全体会議の庶務は、福祉部地域ケア推進課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、全体会議の運営に関し必要な事項は、

会長が全体会議に諮って定める。 

別表（第３条関係） 

学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、地域活動関係者、福祉部長、健

康部長、江東区社会福祉協議会事務局長、福祉部福祉課長、福祉部長寿応援課

長、福祉部地域ケア推進課長、福祉部介護保険課長、障害福祉部障害者施策課

長、障害福祉部障害者支援課長、生活支援部医療保険課長、健康部歯科保健・

医療連携担当課長、健康部保健予防課長 
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江東区地域包括ケア全体会議
〈設置目的〉江東区の地域包括システム実現のため、多職種が一体となった連携体制を構築する
〈運営方針〉①江東区民が安心して住み慣れた地域で生活できる体制づくりに貢献する

②高齢者をはじめ江東区民の在宅生活を支える多職種の協働を進める
③地域包括ケアシステムの理念を共有し、区全体に広げる

上記方針に資する諸課題を整理し、解決策を検討・調整する

〈全体会議構成メンバー〉行政
◆江東区副区長

〃 福祉部
〃 健康部

長寿ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
◇主任介護支援専門員
◇社会福祉士
◇保健師・看護師

医療
◆江東区医師会

◇医師
◆江東区歯科医師会

◇歯科医師
◆江東区薬剤師会

◇薬剤師

看護・リハビリ
◆江東区訪問看護

ｽﾃｰｼｮﾝ協議会
◇訪問看護師

◆東京都理学療法士
協会江東区支部
◇理学療法士

◇作業療法士
◇言語聴覚士

介護
◆江東区介護事業者

連絡会
◇介護支援専門員
◇介護福祉士

病院
◇医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

社会福祉
◆江東区社会福祉協議会

◇地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
◆社会福祉法人
◆江東社会福祉士会

その他
◇管理栄養士
◇精神保健福祉士

◆江東区町会連合会
◆江東区民生・児童委員協議会

◆NPO団体
◆江東区助け合い活動連絡会

療養
◆東京都柔道整復師

江東支部
◇柔道整復師

1
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全体会議の部会と位置付けた５つの部会が定期的に活動し、各分野の
諸課題の整理と解決策の検討・調整を行う。

地域包括ケアシステム実現のプロセスとして、システムの内容や必要
性を住民に理解してもらう「規範的統合」が必要なことから、医療・
介護・福祉専門職が中心となってリーフレット等を活用した普及啓発
活動を行う。

医療・介護・福祉専門職がそれぞれの専門性を発揮しながら、職種間
の連携を強化した在宅療養体制を整える必要があることから、全体会
議の構成団体やメンバーが率先して連携強化の取組を行う。

家庭機能の低下や人間関係の希薄化などにより生活しづらさを抱えて
いる人が地域で暮らし続けられるよう、人と人とのつながりを前提と
した地域で支え合う仕組み（住民主体の取組）を実践するとともに、
専門職はその取組を支援する。

全
体
会
議
の
活
動
方
針

１ 各部会の活動

２ 住民への普及啓発活動

３ 多職種連携の強化

４ 住民主体の取組、その支援
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江東区地域ケア会議運営要項 

令和 4 年 4 月 4日改定 

１．設置目的 

高齢化の進展により認知症やひとり暮らしの高齢者の一層の増加が想定される中、住

み慣れた江東の地で、可能な限り長く尊厳ある生活をおくることができるよう、地域の

支えあいをシステム化した「地域包括ケアシステム」を江東区においても構築すること

が求められている。そのためには相談機関の専門的介入により高齢者本人や家族の自助

の力を引き出すことに加え、行政の積極的関与のもと互助、共助、公助の各レベルにお

いて多職種協働のネットワークを構築し機能させることが必要である。 

区では地域包括ケアシステムの稼動の場として、個別の高齢者支援を基礎とし、高齢

者を取り巻く地域課題の検討と克服の場としての３層の地域ケア会議を整備する。 

 

２．設置根拠 

介護保険法（以下「法」という。）第 4 条に定められた国民の努力及び義務の達成を

支援するため、法第 5 条第 3 項の地方公共団体の責務にもとづき、法第 115 条の 46 に

定める地域包括支援センター（江東区に於いては長寿サポートセンターと称する（以下

「センターという」。））と密接な協力のもと、法第 115 条の 48 に示される「会議」にあ

たるものとして設置する。 

 

３．江東区における地域ケア会議の構成 

行政区域内に日常生活圏域を複数持つ自治体である地域性を考慮し、個別課題検討型

地域ケア会議、地域課題検討型地域ケア会議、政策提言型地域ケア会議の３層構成とす

る。 

 

４．目的・内容等 

（１）個別課題検討型地域ケア会議 

① 目的 

 地域支援ネットワークの構築、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、

地域課題の発見・把握 

② 内容等 

センターが、総合相談の中から抽出した地域生活継続のため多職種協働の必要性

が高く地域で解決すべき課題が存在すると考えられるケースについて、毎年度開催

する。 

開催前に、センターから区に開催内容について届出（利用者基本情報の写、様式１

「課題分析表」、様式２「個別課題検討型地域ケア会議開催計画書」）を行い、区との
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協議を経て開催内容を決定する。 

会議の構成員は、本人、家族、センター職員、介護支援関係者、行政職員、民生委

員、住民組織等の中から必要に応じて出席者を調整するが、内容により、本人、家族

が参加しない形式をとることもできる。本人、家族を除く参加者で、法令に基づく守

秘義務を課せられていない者については、個人情報等を外部に漏らすことのないよ

う「誓約書」の提出を必須とする。 

会議の検討内容は、当事者の地域生活に関する課題解決とするが、その中から地域

課題の発見・把握をすることを必須とし、会議において得られた支援方針及び地域課

題は、会議終了後 1 か月以内に区へ様式３「個別課題検討型地域ケア会議開催報告

書」で報告する。 

本人支援は、会議で確認された支援方針に基づき参加者各々の立場で実施される

が、支援状況についてはセンターが確認し、継続的にモニタリングを行い、様式４

「個別課題検討型地域ケア会議モニタリング報告書」により区へ報告する。また、必

要がある場合は、再び個別課題検討型地域ケア会議の議題として取り扱うことも可

とする。 

 

（２）地域課題検討型地域ケア会議 

① 目的 

 地域に共通した課題の明確化、地域づくり・資源開発の検討 

② 内容等 

個別課題検討型地域ケア会議で抽出された地域課題や、地域における高齢者の暮

らしに関わる諸課題を議題とし、課題等に応じた地域を範囲として年 4 回以内で区

が開催する。 

開催内容及び構成員は、センターから区へ様式５「地域課題検討型地域ケア会議開

催案」により報告を行い、その内容によって区とセンターで協議して決定する。構成

員へは、会議目的と議事を事前通知する。 

検討結果は、区とセンターで協議のうえ様式６「地域課題検討型地域ケア会議報告

書」を作成し、政策提言型地域ケア会議への提出資料とする。 

なお、緊急性のある課題等が見つかった際は、会議後速やかに区の担当所管や関係

機関への情報提供を行う。 

 

（３）政策提言型地域ケア会議 

① 目的 

 政策形成、地域課題解決に必要な地域づくり・資源開発、ケア計画等への反映 

② 内容等 

地域包括ケアシステムの実現のため、関係する様々な機関や団体、個人から提起さ 
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れた施策や社会資源のあり方に関する提案を扱い、区の行政区域を範囲として年 2回程

度、区が開催する。なお、江東区地域包括支援センター運営協議会（以下、「運営協議

会」）の所掌事項とし、運営協議会の開催をもって政策提言型地域ケア会議の開催とす

る。 

会議において得られた提言等は、江東区地域包括ケア全体会議や江東区高齢者地域包

括ケア計画推進会議に報告する。 
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※下線部が変更点。



個別課題検討型

地域課題検討型

江東区
地域包括ケア全体会議

課題提案、検討

政策形成
推進・調整

各課
各会議体
各計画

予算要求

５つの部会
・在宅医療
・障害児〈者〉
・情報共有
・認知症
・生活支援

地域包括支援センター
運営協議会

※地域福祉計画推進会議

課題提案、検討

主に、高齢者支援に関する
課題・提案

課題提案、推進・調
整、検討

事務局・各課

高齢者に限らない
課題・提案

予算要求

江東区の地域ケア会議体系図

課題
提案

連携

江東区の福祉施策（高齢・障害・子ども等）全体の推進・調整

政策提言型

江東区高齢者地域包括
ケア計画推進会議

多職種連携

課題提案、推進・調
整、検討

連携

地域に共通した課題の明確
化
地域づくり・資源開発の検討

個別課題の解決
地域支援ネットワーク構築
⾼齢者の⾃⽴支援に資するケ
アマネジメント支援
地域課題の発⾒・把握

地域関係者
区職員

⻑寿サポートセンター
等

本人・家族
介護支援関係者

⺠⽣委員
地域住⺠

⻑寿サポートセンター
区職員等
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 資料６  
令和４年１１月８日 

福祉部地域ケア推進課 

 

長寿サポートセンターの周知について 

 

１ 長寿サポートセンター認知度について 

（１）長寿サポートセンター認知度は、江東区長期計画（令和 2 年 3月発行）

施策 19「高齢者支援と活躍の推進」の取組方針 2「地域包括ケアシステ

ムの強化」における指標となっている。 

 

（２）認知度の推移、現状と目標 

①長寿サポートセンターの活動内容を知っている区民の割合 

年度 R1 R2 R3 R6（目標値） 

割合（％） 22.1 23.4 25.6 30.0 

  

②江東区ひとり暮らし等高齢者世帯調査（R3 実施） 60.0％ 

 

（３）認知度を上げるため既に行っている取組み 

  ①ポスター、リーフレットの作成及び関係機関・区内公共施設・医療機関

などに配架及び掲示を依頼 

  ②周知啓発ノベルティ（令和 4年度はカードタイプ除菌スプレー）を作成、

長寿サポートセンターを通じて関係機関や、地域活動時に区民等に配付 

  ③区報 1面掲載（R2、R3） 

  ④熱中症訪問 

  ⑤パネル展実施（R2） 

 

２ 長寿サポートセンター認知度向上の新たな取組について 

（１）新たな取組が必要とされる理由 

江東区長期計画において認知度の向上が求められており、新たな周知策及

び既存周知策の拡大を検討している。 

 

（２）新たな取組として検討し、実施中の取組 

 ①区報 1面掲載の継続 

  ②ＳＮＳの活用（区公式ＬＩＮＥ、法人ＨＰ等） 
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（３）圏域別ポスターの作成、区内医療機関への送付について 

江東区医師会、薬剤師会、歯科医師会のご協力をいただき、4圏域（深川

北、深川南、城東北、城東南）別にポスターを作成し、江東区内医療機関マ

ップ掲載の 850 の医療機関等に掲示をお願いすることとする。 

 

 ※圏域別ポスター案 
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令 和 ４ 年 １ １ 月 ８ 日 

地域ケア推進課地域ケア係 

 

認知症検診事業の実施について 

 

１ 目 的 

  認知症の早期診断・早期対応および認知症に関する正しい知識の普及啓発 

 

２ 事 業 名 

もの忘れ予防健診 
 

３ 実 施 期 間 

 令和４年８月１０日～令和５年３月１０日 

    ※令和４年８月９日対象者へ通知発送 

 

４ 実 施 場 所  

 江東区医師会へ委託（区内９６医療機関） 

 

５ 対 象 者 

 ７０歳の区民（令和４年４月１日現在） 

 

６ 事 業 内 容 

（１） 受診票、啓発リーフレット及びセルフチェックリストを送付    

（２） セルフチェックの結果、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性のあ

る方には受診を推奨 

（３） 健診の結果やチェックリストの点数は長寿サポートセンターと共有し今後

の相談支援につなげる 

 

7 周  知 

区報（８月１日号掲載）及びホームページ、SNS などで情報発信 
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